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２ 条例案 

議案第 53 号 

福岡市事業系ごみ資源化推進ファンド条例の一部を改正する条例案 

１ 改正理由 

循環資源の更なる利用を促進し、もって循環型社会の形成に資するため、条例の

失効に関する規定を削除し、引き続き事業系ごみの資源化に向けた取組みを支援す

る必要があるもの。 

２ 改正内容 

附則の「条例の失効」を削除する。 

○新旧対照表（附則）

現 行 改正後（案） 

附 則 

（条例の失効） 

２ この条例は、平成38年３月31日限り、

その効力を失う。 

附 則 

（削除） 

※改正箇所のみ抜粋

３ 施行期日 

この条例は、公布の日から施行する。 
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３ 一般議案 

議案第 86 号 

福岡市・那珂川市ごみ処理事務の委託に関する規約の一部変更に関する

協議について 

１ 提出理由 

本件は、本市が那珂川市から委託を受けて実施しているごみ処理事務の委託期間を

延長することについて協議するため、地方自治法第 252条の 14第３項の規定により 

議会の議決を求めるもの。 

２ 協議内容 

福岡市・那珂川市ごみ処理事務の委託に関する規約の一部を次のように変更するこ

とについて、那珂川市と協議する。 

福岡市・那珂川市ごみ処理事務の委託に関する規約の一部を改正する規約 

福岡市・那珂川市ごみ処理事務の委託に関する規約の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「令和８年３月 31日」を「令和 13年３月 31日」に改める。 

○新旧対照表（附則）

現 行 改正後（案） 

（略） 

（規約の有効期間） 

２  この規約の有効期間は、施行の日から

令和８年３月31日までとする。 

（略） 

（規約の有効期間） 

２  この規約の有効期間は、施行の日から

令和 13年３月 31日までとする。 

※改正箇所のみ抜粋

３ 施行期日 

この規約は、協議成立の日の翌日から施行する。 
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議案第 87 号 

福岡市・久山町ごみ処理事務の委託に関する規約の一部変更に関する 

協議について 

 

１ 提出理由 

本件は、本市が久山町から委託を受けて実施しているごみ処理事務の委託期間を

延長することについて協議するため、地方自治法第 252条の 14第３項の規定により

議会の議決を求めるもの。 

 

２ 協議内容 

福岡市・久山町ごみ処理事務の委託に関する規約の一部を次のように変更するこ

とについて、久山町と協議する。 

 

福岡市・久山町ごみ処理事務の委託に関する規約の一部を改正する規約 

福岡市・久山町ごみ処理事務の委託に関する規約の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「令和８年３月 31日」を「令和 13年３月 31日」に改める。 

 

○新旧対照表（附則） 

現 行 改正後（案） 

（略） 

（規約の有効期間） 

２  この規約の有効期間は、施行の日から

令和８年３月31日までとする。 

（略） 

（規約の有効期間） 

２  この規約の有効期間は、施行の日から

令和 13年３月 31日までとする。 

※改正箇所のみ抜粋 

 

３ 施行期日 

この規約は、協議成立の日の翌日から施行する。 
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議案第 88 号 

福岡市・久山町し尿終末処理事務の委託に関する規約の一部変更に関する

協議について 

１ 提出理由 

本件は、本市が久山町から委託を受けて実施しているし尿終末処理事務について、 

委託期間を延長すること及びし尿を受け入れる施設を変更することについて協議する 

ため、地方自治法第 252条の 14第３項の規定により議会の議決を求めるもの。 

２ 協議内容 

福岡市・久山町し尿終末処理事務の委託に関する規約の一部を次のように変更する 

ことについて、久山町と協議する。 

福岡市・久山町し尿終末処理事務の委託に関する規約の一部を改正する規約 

福岡市・久山町し尿終末処理事務の委託に関する規約の一部を次のように改正する。 

第１条中「中部汚泥再生処理センター」を「し尿処理施設」に改める。 

附則第２項中「令和８年３月 31日」を「令和 13年３月 31日」に改める。 

○新旧対照表

現 行 改正後（案） 

（事務委託の範囲） 

第１条 久山町は、その区域内において収

集されたし尿を福岡市の中部汚泥再生処理

センターに搬入してその終末処理に関する

事務を福岡市に委託し、福岡市は、これを

受託する。 

（略） 

附  則 

（略） 

（規約の有効期間） 

２  この規約の有効期間は、施行の日から

令和８年３月31日までとする。 

（事務委託の範囲） 

第１条 久山町は、その区域内において収

集されたし尿を福岡市のし尿処理施設に搬

入してその終末処理に関する事務を福岡市

に委託し、福岡市は、これを受託する。 

（略） 

附  則 

（略） 

（規約の有効期間） 

２  この規約の有効期間は、施行の日から

令和 13年３月 31日までとする。 

※改正箇所のみ抜粋

３ 施行期日 

この規約は、協議成立の日の翌日から施行する。 
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